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公益社団法人 日本歯科技工士会

平成 30 年度 歯科技工士基準賃金表

１．本表の根拠
 （１�）国家公務員の給与を定めている平成 29 年
人事院勧告では，歯科技工士が該当する人事
院の医療職俸給表（二）において短大 2卒が
1級の 11 号俸で 163,200 円，短大 3卒が 1級
の 17 号俸で 174,200 円である。また，まだ
規定されていないが大学卒は 2級の 1号俸で
185,400 円となる。

 （２�）厚生労働省による平成 29 年賃金構造基本
統計調査では，「企業規模別にみた初任給」
は小企業（常用労働者：10 ～ 99 人）では高
専・短大卒が 177,600 円，大学卒が 199,600
円である。また，「産業別にみた初任給」の
医療・福祉では，高専・短大卒が 183,000 円，
大学卒が 204,900 円である。

　　�　さらに，「学歴別にみた初任給」では，高
専・短大卒が 179,200 円，大学卒が 206,100
円である。

 （３�）厚生労働省による平成 28 年賃金構造基本
統計調査の職種別「第 1表�年齢階級別きまっ
て支給する現金給与額，所定内給与額及び年
間賞与その他特別給与額」では医療・福祉の
区分で 20 ～ 24 歳が 249,800 円である。また，
職種別「第 2表�職種・性、年齢階級別きまっ
て支給する現金給与額，所定内給与額及び年
間賞与その他特別給与額」によると歯科技工
士の 20 ～ 24 歳の所定内給与額は 194,600 円
である。

　　�　これらのデータもとに修業年数別の初任給
を決定し，昇給と昇級については人事院規則
を参考にした。

公益社団法人日本歯科技工士会では，人事院規則や厚生労働省による調査をもとに検討した結果，平成 30
年度の歯科技工士基準賃金表を作成しましたのでお知らせします。
適用については各事業所において考慮の上，参考にしてください。

２．本表の内容
 （１�）本表は，歯科技工士教育機関卒業後，歯科
技工士国家試験に合格して就職し，その後同
一の事業所に勤務すると想定される者の賃金
の推移を見る賃金モデルである。

 （２�）本表の賃金は，所定内（基準内）賃金とし
て毎月決まって支給される賃金のうちの基本
給としている。賞与（ボーナス）や諸手当，
時間外の残業手当や所定外賃金は含まれない。

 （３�）表 - 1 は業務に着目した職務給であり，基
本的に 2級以上は役職者としている。2年制
卒は 1級 3.5 号俸，3年制卒は１級 5号俸，4
年制卒は 2級 1号俸が初任給となる。その後
は 1年につき 1号俸ずつ昇給となる。

　　�　表 - 2 は年齢，経験（勤続）年数の増加に
伴う業務上の習熟により，役職に昇進するこ
とを考慮に入れた賃金モデルである。表 -
１をもとにし，昇級までの年数は人事院規則
を参考にしている。

３．諸手当
　本表に含まれない諸手当としてどのようなもの
を採用するかは各事業所の方針にもよるが，通常
挙げられるものを参考までに下記に示す。
　　扶養手当　　住宅手当　　通勤手当
　　皆勤手当　　役職手当　　技能手当

� 以　上



［備考］
①初任給は 2 年制卒

は 1 級 3.5 号俸，
3 年制卒は 1 級 5
号俸，4 年制卒は
2 級 1 号俸とする。

② 2 級は困難な職務
を行う歯科技工士
（主任またはその
担当の職務に就く
者）。

③ 3 級は相当困難な
職務を行う歯科技
工士（係長または
その担当の職務に
就く者）。

④ 4 級および 5 級は
特に困難な職務を
行う歯科技工士長
（課長，所長また
はその担当の職務
に就く者）。
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［備考］
① 1 級の在級年数は 2

年制卒は 6 年，3 年
制卒は 3 年としてい
る。

② 2 級の在級年数はそ
れぞれ 8 年としてい
る。

③ 3 級の在級年数はそ
れぞれ 11 年として
いる。

④ 4 級の在級年数はそ
れぞれ 11 年として
いる。
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